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学生支援センター 

大学院生を対象とする主な奨学金、教育ローン、研究助成金等の経済支援制度について 

1. 外国人留学生の学費減免（本学独自） 

本学大学院に入学の外国人留学生の学費は、入学試験結果により選考を行い、入学年度の入学金免除および授

業料 40％の減免の有無を決定します。適用者には入学手続後、減免相当額を返還します。 

2. 貸与奨学金（日本学生支援機構） 

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/moshikomi/zaigaku/tebiki/in.html 

日本学生支援機構による貸与奨学金で、第一種奨学金（無利子）、第二種奨学金（有利子）と、入学時特別増額

貸与奨学金（有利子）の奨学金があります。 

詳しくは、日本学生支援機構のホームページを参照または学生支援センターへお問い合わせください。 

3. 国の教育ローン（日本政策金融公庫） 

 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/ippan.html 

政府系金融機関による、学生の保護者を対象にした教育ローンで、大学院生の保護者も対象となります。日本

学生支援機構奨学金との併用が可能で、入学後の授業料等だけではなく、入学時の納付金（入学金、初年度授業

料など）にも利用できます。 

詳しくは、日本政策金融公庫のホームページを参照してください。 

4. セディナ学費ローン（SMBC ファイナンスサービス株式会社） 

https://www.cedyna.co.jp/loan/alliance/tuition/ 

本学では SMBC ファイナンスサービス株式会社と提携し、入学時の納付金（入学金、初年度授業料など）や入

学後の授業料等の納付金を立替払いする「セディナ学費ローン」を取り扱っています。入学・在学する学生の保

護者または学生本人（有職者に限る）を対象としています。 

詳しくは、SMBC ファイナンスサービス株式会社のホームページを参照してください。 

5. 民間団体等による奨学金 

財団法人等の民間団体による奨学金で、研究対象の分野や学業成績、在籍校や居住地などの各団体が定める条

件を満たす学生に、奨学金を貸与または給付するものです。 

各自、民間団体の WEB サイト等を確認して問い合わせてください。 

6. 特別研究員制度（日本学術振興会）＊PD・DC2・DC1 のみ 

https://www.jsps.go.jp/j-pd/pd_gaiyo.html 

日本学術振興会による、将来の学術研究を担う優れた若手研究者を支援するための制度です。 

採用されると、毎月の研究奨励金（月額 20 万円）と、年間で最大 150 万円の特別研究員奨励費が支給されま

す。対象分野は人文学、社会科学及び自然科学の全分野です。 

詳しくは、日本学術振興会のホームページを参照してください。 

7. 緊急・応急奨学金（本学独自） 

本学に入学後、主たる家計支持者の死亡または勤務先の倒産・解雇による失職ならびに病気や事故等により、

家計が急変し修学の継続が困難となった者に対する給付奨学金です。 

主たる家計支持者の死亡は 20 万円、主たる家計支持者の失職等の場合は 10 万円です。 
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